
○草津市民設児童育成クラブ運営等事業費補助金交付要綱 

平成２７年６月２４日 

告示第１８０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内で放課後児童健全育成事業（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第６条の３第２項の放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。）を

実施する者に対し、草津市民設児童育成クラブ運営等事業費補助金を交付するもの

とし、その交付に関しては、草津市補助金等交付規則（昭和５９年草津市規則第１

１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法、児童福祉法施行令

（昭和２３年政令第７４号）および児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１

１号）ならびに草津市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定

める条例（平成２６年草津市条例第３２号。以下「基準条例」という。）および規

則の例による。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助金

の交付対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）が市内で実施する放

課後児童健全育成事業であって、別表第１左欄に掲げる項目について同表右欄に掲

げる基準を満たしているものとする。 

（補助対象事業者） 

第４条 補助対象事業者は、次のいずれかに該当する者であって、民設児童育成クラ

ブ（児童厚生施設）の整備等について市が公募を行い、草津市社会福祉法人等審査

会による審議を経て市長が選定したものとする。 

(1) 社会福祉法人 

(2) 公益社団法人 

(3) 公益財団法人 

(4) 一般社団法人 



(5) 一般財団法人 

(6) 学校法人 

(7) 特定非営利活動法人 

(8) 営利を目的としない団体 

(9) 株式会社 

(10) 有限会社 

（補助対象経費等） 

第５条 この要綱における補助金の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、補助基準

額および補助金の対象となる経費は、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 運営費補助 別表第２のとおり 

(2) 賃借料補助 別表第３のとおり 

(3) 送迎費補助 別表第３のとおり 

２ 補助金は、規則第１６条第２項の規定により概算払により交付するものとする。 

３ 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費のいずれか少ない額とする。 

４ 市長は、補助金の交付決定後、補助金を４回以内に分割して交付するものとす

る。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、草津市民設児童育成クラブ補助金交付

申請書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類（障害児加算を請求しない場合は第

１０号に掲げる書類を除く。）を添えて、市長が定める日までに、申請しなければ

ならない。 

(1) 団体の規約等 

(2) 役員名簿 

(3) 児童名簿（別記様式第２号） 

(4) 支援員等名簿（別記様式第３号） 

(5) 所要額調書（別記様式第４号） 

(6) 運営費補助積算調書（別記様式第５号） 

(7) 収支予算書（別記様式第６号） 

(8) 事業計画書（別記様式第７号） 



(9) 施設の案内図および平面図 

(10) 施設の賃貸借契約書の写し 

(11) その他市長が必要と認める書類 

（状況報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、各月の末

日から起算して１０日以内に保育料実績報告書（別記様式第８号）および出席人数

報告書（別記様式第９号）を提出しなければならない。 

（実績報告書の添付書類） 

第８条 規則第１３条の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、当該会計年

度終了後の４月１０日までに報告しなければならない。 

(1) 業務実施体制（別記様式第１０号） 

(2) 業務実績報告書（別記様式第１１号） 

(3) 職員研修実績報告書（別記様式第１２号） 

(4) 所要額実績調書（別記様式第１３号） 

(5) 運営費補助積算調書（別記様式第１４号） 

(6) 収支内訳書（別記様式第１５号） 

(7) 送迎費の実支出額が確認できる書類 

(8) その他市長が必要と認める書類 

（書類の整備等） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入および支出の経理状況を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、それらに関する証拠書類を整備し、保管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿および証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会

計年度の翌年度から起算して５年間保存するものとする。 

３ 市長は、補助対象事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助

事業者等に対して当該補助対象事業の遂行の状況に関し報告を求め、事務所、事業

現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査し、もしくは必要な指示をすること

ができる。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 



付 則 

この要綱は、平成２７年６月２４日から施行し、平成２７年度以後に実施される補

助対象事業について適用する。 

付 則（平成２８年４月１日告示第６３号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２９年６月２７日告示第１７３号） 

この要綱は、平成２９年６月２７日から施行し、平成２９年度以後に実施される補

助対象事業について適用する。 

付 則（平成３０年５月２４日告示第１９８号） 

この要綱は、平成３０年５月２４日から施行し、平成３０年度以後に実施される補

助対象事業について適用する。 

付 則（令和元年７月２日告示第５０号） 

この要綱は、令和元年７月２日から施行し、令和元年度以後に実施される補助対象

事業について適用する。 

付 則（令和２年３月３１日告示第７７号） 

この要綱は、令和２年３月３１日から施行し、令和２年１月１６日以降に実施され

る補助対象事業に適用する。 

付 則（令和２年６月１６日告示第２１１号） 

この要綱は、令和２年６月１６日から施行し、令和２年度以後に実施される補助対

象事業について適用する。 

付 則（令和４年９月２２日告示第２６８号） 

この要綱は、令和４年９月２２日から施行し、令和４年度以後に実施される補助対

象事業について適用する。 

付 則（令和５年４月１日告示第１３３号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度以後に実施される補助対象

事業について適用する。 

付 則（令和７年４月１日告示第１５５号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度以後に実施される補助対象

事業について適用する。 



 

別表第１（第３条関係） 

対象児童 小学校に通学する児童 

開設日 月曜日から土曜日まで（休所日を除く。） 

休所日 日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 

保育時間 学校課業日：授業終了後から午後７時 

学校休業日：午前８時から午後７時 

保育料 草津市児童育成クラブ条例（昭和６１年草津市条例第２５号）に規定

する額を徴収することとする。 

備考 運営および設備基準については、基準条例、草津市児童育成クラブ条例およ

び草津市児童育成クラブ条例施行規則（昭和６１年草津市規則第４０号）を遵守

するものとする。 

なお、開設日を増やす場合、保育時間を延長する場合その他事業を実施する場

合は、市と事前に協議のうえ、別途独自の基準により費用を徴収することができ

るものとする。 

別表第２（第５条第１項第１号関係） 

補助要件、基準額および補助基準額 補助対象経

費 

補助要件および基準額は、次の１から３までのとおりとし、基準額

から徴収すべき保育料（別表第１の「保育料」をいう。）の額を差し

引いた額を補助基準額とする。 

１ 基本分 

基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額と

する。 

(1) 学習や運動教室との連携、昼食提供サービスなど、多くの児童

の受け入れに資する魅力ある事業を実施し、民設児童育成クラブ

を利用する児童数（４月１日における通年利用の児童数をい

う。）が次のいずれかに該当する場合 次の表の左欄の児童数の

区分に応じ、右欄に掲げる額 

民設児童育

成クラブの

運営に係る

人件費、児

童活動費お

よび施設維

持管理等経

費（別表第

３に掲げる

補助対象経

費を除



ア 施設の定員が３０人以下の場合は２４人以上 

イ 施設の定員が３０人を超える場合にあっては３２人以上 

く。） 

   

 児童数区分 基準額  

２０人以上３０人未満 ９，５６７，９４８円 

３０人以上４０人未満 ９，７１１，９４２円 

４０人以上４５人未満 ９，８５５，９３５円 

４５人以上５０人未満 １８，３５２，１３５円 

５０人以上６０人未満 １８，４９６，１２８円 

６０人以上７０人未満 １８，６４０，１２２円 

７０人以上８０人未満 １８，７８４，１１５円 

８０人以上 １８，９２８，１０８円 

(2) その他の場合 次の表の左欄の児童数の区分に応じ、右欄に掲

げる額 

   

 児童数区分 基準額  

２０人未満 ８，３３８，５５４円 

２０人以上３０人未満 ８，４８２，５４８円 

３０人以上４０人未満 ８，６２６，５４２円 

４０人以上４５人未満 ８，７７０，５３５円 

４５人以上５０人未満 １６，１８１，３３５円 

５０人以上６０人未満 １６，３２５，３２８円 

６０人以上７０人未満 １６，４６９，３２２円 

７０人以上８０人未満 １６，６１３，３１５円 

８０人以上 １６，７５７，３０８円 

２ 加配支援員等加算 

支援を要する児童として市が認めた児童を受け入れるため、市が

認めた人数の範囲内で当該児童の支援を行うための職員（以下「加

配支援員等」と言う。）を追加配置する場合は、加配支援員等１人



あたり年額３，３６１，３００円を補助基準額に加算する。 

ただし、支援を要する児童として市が認めた児童が年度途中に入

会した場合は、在籍した月割額、退会した場合は退会月の翌月を含

んだ月割額（１円未満は切り捨て）とする。 

３ 弾力運用加算分 

次の表の加算項目の欄の区分に応じ、基準日の欄の基準日時点の

児童数が「１基本分」の第１号または第２号の表の児童数の区分の

最低人数（２０人未満は１０人、４５人以上５０人未満は４０人）

を上回る場合は、加算項目の欄の区分ごとに対象児童数の欄の数に

加算額の欄の額を乗じた額を補助基準額に加算する。 

   

 加算項目 基準日 対象児童数 加算額  

弾力運用

加算 

各月（８月を除

く。）の１日 

基準日におけ

る児童数から最

低人数を差し引

いた数（学校休

業期間の一時入

会児童の数を除

く。） 

１，０７７円／

月 

夏季弾力

運用加算 

８月１日 基準日におけ

る児童数から最

低人数を差し引

いた数 

２，３２４円／

月 

学校休業

期間弾力

運用加算 

学年始休業期間 

４月１日 

冬季休業期間 

１月１日 

学年末休業期間 

３月１日 

学校休業期間

ごとの基準日に

おける一時入会

の児童の数 

４２円に各学校

休業期間におけ

る開設日数を乗

じて得た額 



 

別表第３（第５条第１項第２号、第３号関係） 

区分 補助要件および補助基準額 補助対象経

費 

賃借料補助 民設児童育成クラブを、民家・アパート等を活用して実施

する場合の賃借料を補助するものとし、補助基準額は、１支

援単位あたり年額３，３７４，０００円とする。ただし、所

有権移転の条項が付されている賃貸借契約に係る費用は対象

としない。 

賃借料の実

支出額 

送迎費補助 １ 授業終了後の学校等から民設児童育成クラブへの移動時

の付き添いやバス等による送迎に係る費用を補助するもの

とし、補助基準額は、１支援単位あたり年額５３６，００

０円とする。 

２ 民設児童育成クラブの所在小学校区の小学校に加え、他

の小学校や駅その他市長が認める場所まで送迎を行う場

合、年額５３６，０００円を加算する。 

送迎に係る

人件費、謝

礼、委託

料、バス等

車両の燃料

費の実支出

額 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条第３号関係） 

様式第３号（第６条第４号関係） 

様式第４号（第６条第５号関係） 

様式第５号（第６条第６号関係） 

様式第６号（第６条第７号関係） 

様式第７号（第６条第８号関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

様式第１０号（第８条第１号関係） 

様式第１１号（第８条第２号関係） 

様式第１２号（第８条第３号関係） 

様式第１３号（第８条第４号関係） 

様式第１４号（第８条第５号関係） 

様式第１５号（第８条第６号関係） 

 


